
 

 

 

 

 

 

 

 
◆「Ｇビズポータル（事業者ポータル）」と

は？ 

 事業者負担を軽減するため、政府は行政手続

きの完全デジタル化を進めていますが、現状で

は e-Gov電子申請や雇用関係助成金の「助成金

ポータル」、労働保険の電子申請特設サイトな

ど様々なシステムがあります。 

 こうしたシステムの総合窓口として、「Ｇビ

ズポータル（事業者ポータル）」のリリース準

備が進められています。 

 

◆どんな機能が提供される？ 

 デジタル庁の資料によれば、Ｇビズポータル

にはＧビズＩＤを使ってログインした後、連携

先の各電子申請システムに繋がって手続きを進

められるようにするとされています。 

 さらに、クラウド上でファイルの閲覧ややり

取りができる「電子ロッカー機能」が提供さ

れ、手続きを代行する社会保険労務士等の士業

者に渡す書類のやり取りが、紙の書類やメール

の添付ファイルによらずに安心してできるよう

になるとされています。 

 

◆リリース予定はいつ？ 

 2026年２月頃には基本機能を備えたアルフ

ァ版がリリースされ、機能改善などを行いなが

ら 2026年９月に改善版、2027年３月にベータ

版をリリース予定とされています。 

 

◆ＧビズＩＤも機能拡充予定 

 利便性アップのため、2025年度中にＧビズ

ＩＤの機能拡充が行われる予定です。士業者に

手続きを委任する場合、現状では事業者から委

任を開始しなければなりませんが、士業者から 

 

 

でもできるようにし、担当者は自ら委任をしな

くても済むようになります。 

 また、委任範囲を細かく設定できるようにな

り、手続きごとの設定もできるようになる予定

です。 

 

【デジタル庁「事業者のデジタル化等に係る関

係省庁等連絡会議（第８回）」】 
https://www.digital.go.jp/councils/private-
business-dx/578b4dd0-db54-44da-9850-
d76a6248c27f 
 

 

 
◆厚労省の令和８年度税制改正要望の背景 

 令和８年度の要望では、医療・介護・年金・

雇用・生活衛生分野に関する税制優遇措置の延

長・拡充が出されています。 

中でも、企業年金の税制見直し、生命保険料

控除所得控除限度額の上乗せ、設備投資支援、

事業承継税制の延長、研究開発費の控除強化な

どは、企業の実務に影響してくるので注視する

必要があります。 

 

◆企業実務に関係する税制改正要望（抜粋） 

１ 年 金 

【企業年金積立金に対する特別法人税の撤廃ま

たは課税停止延長】 

 企業年金制度の普及・安定運営を支援する。 

 

２ 雇 用 

【財形住宅貯蓄制度の対象住宅要件の見直し】 

 住宅ローン控除要件の見直しと整合性を図

る。 

 
 

「G ビズポータル（事業者ポータル）」

のリリース準備が進められています 

厚生労働省の令和８年度税制改正要望が

公表されました 

2025 年 10 月号 
 連絡先：〒２６０－００１３  

千葉県千葉市中央区中央２－９－８ 千葉広小路ビル３０２ 

電 話 ：０４３－３０７－５９６７  

ＦＡＸ ：０４３－２３９－９８４７ 

e-mail ：kabashima@lmcon.com 
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３ 生活衛生 

【少額減価償却資産の即時償却特例の延長】 

中小企業が取得した 30 万円未満の資産を、

年間 300 万円まで即時償却できる制度を延長す

る。 

 

【再編・統合に伴う税負担の軽減措置の延長】 

事業の再編・統合の際に承継した不動産に係

る不動産所得税の軽減措置を延長する。 

 

【事業承継税制の特例承継計画の期限延長】 

承継計画の提出期限を一定期間延長するとと

もに、円滑な承継を促す。 

 

４ その他 

【生命保険料控除制度の拡充の恒久化】 

23 歳未満の扶養親族がいる従業員に対して

控除枠を拡大する。 

 

 以上、他省庁との共同要望も多いため、改正

の可能性が高いと考えられます。今後の動きに

注意しましょう。 

 

【厚生労働省「令和８年度厚生労働省の税制改

正要望事項」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/0015
48216.pdf 
 
 

  
◆被扶養者認定における年間収入要件の変更 

令和７年度税制改正において、19 歳以上 23

歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶

養控除の要件の見直し等が行われました。これ

を踏まえ、扶養認定を受ける者（被保険者の配

偶者を除く）が 19 歳以上 23 歳未満である場合

の年間収入要件の取扱いが変わり、日本年金機

構のホームページでは、変更内容の案内やＱ＆

Ａを公表しています。 

 

◆19 歳以上 23 歳未満の年間収入要件が「150

万円未満」に 

扶養認定日が令和７年 10 月１日以降で、扶養

認定を受ける者が 19 歳以上 23 歳未満の場合は、

現行の要件である「年間収入 130 万円未満」が

「年間収入 150 万円未満」に変更になります。   

「年間収入要件」以外の要件に変更はありま

せん。 

 

年齢要件（19 歳以上 23 歳未満）は、扶養認

定日が属する年の 12 月 31 日時点の年齢で判定

されます。 

 

◆Ｑ＆Ａ 

日本年金機構のＱ＆Ａでは、以下のようなこ

とが示されています。 

・あくまで年齢によって判断され、学生である

ことの要件は求めない。 

・年間収入が 150 万円未満かどうかの判定は、

従来と同様の年間収入の考え方により判定さ

れる。具体的には、認定対象者の過去の収入、

現時点の収入または将来の収入の見込みなど

から、今後１年間の収入を見込むこととなる。 

・令和７年 10 月１日以降の届出で、令和７年 10

月１日より前の期間について認定する場合、

19 歳以上 23 歳未満の被扶養者にかかる年間

収入の要件は 130 万円未満で判定する。 

 

 同内容は従業員への周知も必要になりますの

で、よく確認しておきましょう。 

 

【日本年金機構「19 歳以上 23 歳未満の方の被

扶養者認定における年間収入要件が変わりま

す」】 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/
202508/0819.html 

 

 

 
国税庁より「令和７年分 年末調整のしか

た」（全 64 ページ、以下「パンフレット」と

いう。）が公表されました。今年の年末調整に

は複数の変更点があります。企業においては早

めの確認と実務への備えが大切です。パンフレ

ットでは、「昨年と比べて変わった点」とし

て、以下の３つが挙げられています。 

 

◆年末調整のしかた～改正項目 

１ 所得税の基礎控除の見直し等 

(1) 基礎控除の見直し：合計所得金額に応じて

基礎控除額が 58 万円～95 万円に 

(2) 給与所得控除の見直し：最低保障額が 65

万円に 

(3) 特定親族特別控除の創設：所得者と生計を

一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族で

合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下の

「特定親族」がいる場合、合計所得金額に応

じて３万円～63 万円を控除 

日本年金機構から公表された 

19 歳以上 23 歳未満の被扶養者認定要件

変更の案内とＱ＆A 

国税庁が「年末調整のしかた」を公表

しました 

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001548216.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001548216.pdf
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html


 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 扶養親族等の所得要件の改正：同一生計配

偶者・扶養親族の合計所得金額の要件が 58

万円以下に 

 

２ 年末残高調書を用いた方式（調書方式）に

よる住宅借入金等特別控除 

 

３ 令和８年分以後の給与の源泉徴収事務にお

ける留意事項 

※上記のほか、パンフレットの表紙には「通勤

手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合

には、年末調整での対応が必要となることがあ

ります」との注意書きもあり。 

 

誤りのない年末調整のためには、制度への従

業員の理解が不可欠です。そのためにも、今回

公表されたパンフレットや 10 月に公開予定の

「年末調整がよくわかるページ」（国税庁）を

確認し、改正点の周知に努めましょう。 

 

【国税庁「令和７年分 年末調整のしかた」】 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gense
n/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf 
 
 

 
厚生労働省から「雇用保険制度の主要指標」

が公開され、雇用保険法の改正により令和７年

４月から新設された出生後休業支援給付および

育児時短就業給付の受給者数と支給金額が明ら

かとなりました。 

 

◆出生後休業支援給付金とは 

共働き・共育てを推進するため、子の出生直

後の一定期間に、両親ともに（配偶者が就労し

ていない場合などは本人が）14 日以上の育児

休業を取得した場合に、最大 28 日間支給しま

す。 

支給額は、原則として休業開始時賃金日額の

13％相当額を、休業期間の日数分（28 日が上

限）です。育休中は健康保険料・厚生年金保険

料が免除され、育児休業給付金は非課税のた

め、出生時育児休業給付金または育児休業給付

金で支給される休業開始時賃金日額の 67％と

併せて手取り 10 割相当の給付となります。 

 

◆育児時短就業給付金とは 

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の

柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやす

くすることを目的に、２歳に満たない子を養育

するために時短勤務（以下「育児時短就業」と

いいます。）した場合に、育児時短就業前と比

較して賃金が低下するなどの要件を満たすとき

に支給する給付金です。 

支給額は、原則として育児時短就業中の各月

に支払われた賃金額の 10％相当額です。 

 

◆出生後休業支援給付の受給者数と支給金額 

・４月：125 人／2,941,000 円 

・５月：3,842 人／129,876,000 円 

・６月：11,379 人／411,681,000 円 

 

◆育児時短就業給付の受給者数と支給金額 

・４月：-／-  

・５月：840 人／11,144,000 円  

・６月：14,369 人／292,963,000 円 

※育児時短就業給付については、初回の支給申

請が令和７年５月以降に行われるため、令和

７年４月の支給実績はありません。 

 

申請する可能性がある場合に備え、制度の理

解や書類の整備を進めておきましょう。 

 

【厚生労働省「2025 年４月から「出生後休業

支援給付金」を創設しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0013
72778.pdf 
 

【厚生労働省「2025 年４月から「育児時短就

業給付金」を創設しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0013
94846.pdf 
 

【厚生労働省「雇用保険制度の主要指標」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/0015
42938.pdf 
 
 

  
◆義務化対応から始める人事労務ＤＸの第一歩 

2025 年 1 月から、一定規模以上の事業所に

ついて労働安全衛生法関係書類の電子申請が義

務化されましたが、対応状況はいかがですか？   

「とりあえず義務に対応すれば良い」という

考えでは、大きなチャンスを逃しています。 

電子申請は、人事労務業務全体をデジタル化

する絶好の機会です。これまで紙ベースで管理

していた従業員情報、勤怠データ、各種申請書

類を統合的にデジタル化することで、業務効率

は大幅に向上します。 

出生後休業支援給付および育児時短就業

給付の利用状況について 

電子申請義務化の『その先』を考える 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542938.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542938.pdf


 
その恩恵は、特に多忙を極める中間管理職層

にとって、とても大きいはずです。よくわから

ないからといって後回しにしては、企業経営に

とってマイナスにしかなりません。 

 

◆データ活用で実現する戦略的人材マネジメン   

 ト 

電子化の真の価値は、蓄積されたデータの活

用にあります。勤怠パターン、休暇取得状況、

各種申請の傾向等の分析によって、これまで見

えなかった課題が明らかになります。 

例えば、特定の部署で残業が集中している原

因を数値で把握できれば、人員配置の最適化や

業務フローの改善につなげられます。 

さらに、データを基に、従業員一人ひとりの

成長支援プランを策定したり、組織全体の生産

性向上施策を立案したりすることができます。 

ＤＸは「手段」であり「目的」ではありませ

ん。重要なのは、デジタル化によって得られた

時間とデータを、いかに組織の成長に活用する

かです。義務化を機に、人事労務業務の在り方

を根本的に見直してみてはいかがでしょうか。 

ただし、個人情報保護法への対応やシステム

選定など、専門的な知識が必要な部分は専門家

のアドバイスを受けながら進めることをお勧め

します。 

 

 人事労務のＤＸ化のご検討にあたっては、ぜ

ひ当事務所にご相談ください。 

 

 

 
令和７年９月５日までに、最低賃金につい

て、すべての都道府県の地方最低賃金審議会で

答申が取りまとめられ、それらの結果、初めて

全都道府県で 1,000 円を超え、全国加重平均は

1,121 円となりました（現在の 1,055 円から過

去最大の 66 円引上げ）。厚生労働省は、最低

賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業

者に対する支援策として、９月５日から「業務

改善助成金」の拡充を行うことを発表しまし

た。 

 

◆業務改善助成金とは 

生産性向上に資する設備投資等（機械設備、

コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）

を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額

（各コースに定める金額）以上引き上げた場

合、その設備投資などにかかった費用の一部を

助成するものです。 

 

◆拡充内容１：申請可能な事業所が拡大 

従来、事業場内最低賃金と改定前の地域別最

低賃金の差額が 50 円以内の事業所が対象であ

ったところを、事業場内最低賃金が「改定後の

地域別最低賃金未満」までの事業所が対象とな

ります。 

 

◆拡充内容２：賃金引上げ計画の事前提出を省

略可能に 

従来、賃金引上げ後の申請は不可（申請前に

賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上

げる）であったところ、令和７年９月５日から

令和７年度当該地域の最低賃金改定日の前日ま

でに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画

の事前提出が不要となります。 

 

◆中小企業庁でも補助金拡充へ 

中小企業庁においても、以下の補助金の拡充

（対象の拡大、要件緩和等の措置）を行うこと

としています。 

① ものづくり補助金 

② ＩＴ導入補助金 

③ 中小企業省力化投資補助金（一般型） 

 

【厚生労働省「９月５日から、事業場内最低賃

金の引上げに取り組む中小企業等を支援する

｢業務改善助成金｣を拡充します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.htm
l 
 

【内閣官房「最低賃金の引上げに係る支援策に

ついて」】 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihon
syugi/saiteichingin/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最低賃金引上げに向けた環境整備のた

め｢業務改善助成金｣が拡充されます！ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/saiteichingin/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/saiteichingin/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 
厚生労働省から、都道府県労働局に設置され

ている地方最低賃金審議会が答申した令和７年

度の地域別最低賃金の改定額（以下「改定

額」）が公表されました。 

これは、令和７年８月４日に厚生労働大臣の

諮問機関である中央最低賃金審議会が示した

「令和７年度地域別最低賃金額改定の目安につ

いて」などを参考として、各地方最低賃金審議

会が調査・審議して答申した結果を取りまとめ

たものです。 

 

◆令和７年度 地方最低賃金審議会の答申のポ

イント 

・47都道府県で、63円～82円の引上げ（引

上げ額が 82円は１県、81円は１県、80円

は１県、79円は１県、78円は３県、77円

は２県、76円は１県、74円は１県、73円

は２県、71円は４県、70円は１県、69円

は２県、66円は２県、65円は８道県、64

円は９府県、63円は８都府県） 

・改定額の全国加重平均額は 1,121円（昨年度

1,055円） 

・全国加重平均額 66円の引上げは、昭和 53年

度に目安制度が始まって以降で最高額 

・最高額（1,226円）に対する最低額（1,023

円）の比率は 83.4％（昨年度は 81.8％。な

お、この比率は 11年連続の改善） 

 

今年度の最低賃金は、すべての都道府県で初

めて 1,000円を超えました。 

答申された改定額は、令和７年 10月１日か

ら令和８年３月 31日までの間に順次発効され

る予定です。なお、例年は大半が 10月発効で

したが、2025年度は 20都道府県にとどまりま

す。11月が 13府県、12月が８県で、福島、徳

島、熊本、大分は 2026年１月、群馬と秋田は

同３月に発効します。 

 

【厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃

金の答申がなされました」】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.htm
l 

 
 
 
 

 
厚生労働省は、毎年 10月を「年次有給休暇取

得促進期間」と位置づけ、労働者の年次有給休

暇取得を促進するための広報・啓発活動を展開

しています。 

年次有給休暇は働く人の心身の健康保持や生

活の質の向上にとって重要な制度であり、働き

方改革を推進するうえでも欠かせないものです。   

取得率は約 65％にとどまっており、政府は

2028 年度までに 70％の達成を目指しています。  

企業においては、促進期間を一つの機会とし

て、取得率向上に向けた取組みが求められます。 

 

◆年次有給休暇の年５日取得義務の確実な履行 

労働基準法の改正により、2019年４月から使

用者は年次有給休暇が 10 日以上付与される労

働者に対し、５日の年次有給休暇を取得させる

義務を負っています（労働基準法第 39 条第７

項）。 

この義務は、雇用形態にかかわらず該当する

すべての労働者が対象です。取得義務を果たし

ていない場合には、30万円以下の罰金が科され

ることもあるため、法令を遵守した確実な管理

が求められます。 

年次有給休暇の取得促進には、計画的な業務

運営や休暇の分散化に役立つ「年休の計画的付

与制度」や、働く人の事情に応じた柔軟な休み

方を可能にする「時間単位年休」の活用も考え

られます。 

 

◆取得しやすい職場環境の整備を進める 

取得を促進するためには、計画的付与制度の

活用や繁忙期を避けた時期の調整、管理職への

周知などが有効です。また、業務の割振りや職

場内の雰囲気づくりといった面からも、取得し

やすい環境を整備していく必要があります。 

こうした取組みは、働く人の健康維持にとど

まらず、モチベーションの向上や職場の定着率

の改善にもつながるものと考えられます。 

企業は、制度の趣旨を踏まえ、年次有給休暇

の取得が円滑に進むような体制づくりを進める

ことが求められます。 

 

【厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイ

ト」】 
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-
sokushin/ 
 
 

全都道府県で初の時給 1,000 円超 地域

別最低賃金の答申が出揃う 

10 月は「年次有給休暇取得促進期間」

です 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/


 

 
◆電話、ＳＮＳ、メールでの相談が利用可能に 

厚生労働省は「働く人のメンタルヘルス・ポ

ータルサイト こころの耳」の「こころの耳の

相談窓口」をリニューアルし、電話、ＳＮＳ、メ

ールでの相談が利用できるようになりました。    

「こころの耳の相談窓口」は、働く人やその

家族、企業の人事労務担当者を対象に、メンタ

ルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労

働による健康障害の防止対策などについての困

りごと、悩みなどを相談することができます。 

各相談窓口の特徴について紹介していきます。 

 

◆働く人の「こころの耳電話相談」 

電話相談は、平日 17時～22時、土曜日・日曜

日 10時～16時（祝日、振替休日、年末年始（12

月 29日～１月３日）を除く）に実施しています。

それ以外の時間は、自動応答メッセージが流れ

ます。 

 

◆働く人の「こころの耳ＳＮＳ相談」 

「電話ではうまく話せない」「電話で相談す

ることが難しい状況」などの場合、ＳＮＳで相

談できます。相談にはＬＩＮＥアプリの当相談

窓口のアカウントへの「友だち登録」が必要で

す。受付は、電話相談の 30分前までとなってい

ます。 

 

◆働く人の「こころの耳メール相談」 

相談内容を文章にしてまとめて伝えたいなど

の場合には、メールで相談することができます。   

「ご相談の前に」・「利用規約」の同意のチェ

ックボックスにチェックをして、メール相談専

用フォームに入力することができます。メール

は 24時間受け付けていますが、祝日、年末年始

は対応を行っていません。 

 

◆相談する際の注意事項 

各相談窓口を利用する前には利用規約を読み、

同意する必要があります。また、医療の是非の

判断などの医療行為にあたる内容や法律や税務

等の専門的知識を必要とする相談、公的扶助や

社会保険、各種給付金などの適用や処遇などに

ついては対応できませんのでご注意ください。 

各相談窓口の詳しい利用方法については以下

のサイトをご確認ください。 

 

【厚生労働省「こころの耳 相談窓口」】 
https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 

 
10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付 

＜第３期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、 

７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況

報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 
 

「こころの耳の相談窓口」がリニューア

ルされました 

10 月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/

